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議第７７号 

 

瑞浪市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例の制定について 

 

瑞浪市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

 

令和３年１１月２５日 提出 

 

瑞浪市長 水 野 光 二 

 

 

瑞浪市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例 

 瑞浪市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を

定める条例（平成２６年条例第３０号）の一部を次のように改正する。 

 目次中「第５３条」を「第５３条・第５４条」に改める。 

 第５条第２項から第６項までを削る。 

 第３８条第２項を削る。 

第４２条第１項第３号中「この号」の次に「及び第４項第１号」を加え、

同条第４項第１号中「児童福祉法第２４条第３項」の次に「（同法附則第７

３条第１項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）」を加え、同条

第５項中「行う者」を「行う施設」に改める。 

 第５３条を第５４条とし、第５２条の次に次の１条を加える。 

 （電磁的記録等） 

第５３条 特定教育・保育施設等は、記録、作成、保存その他これらに類す

るもののうち、この条例の規定において書面等（書面、書類、文書、謄本、

抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識するこ

とができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条におい

て同じ。）により行うことが規定されているものについては、当該書面等
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に代えて、当該書面等に係る電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他

人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、

電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条におい

て同じ。）により行うことができる。 

２ 特定教育・保育施設等は、この条例の規定による書面等の交付又は提出

については、当該書面等が電磁的記録により作成されている場合には、当

該書面等の交付又は提出に代えて、第４項で定めるところにより、教育・

保育給付認定保護者の承諾を得て、当該書面等に記載すべき事項（以下こ

の条において「記載事項」という。）を電子情報処理組織（特定教育・保

育施設等の使用に係る電子計算機と、教育・保育給付認定保護者の使用に

係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以

下この条において同じ。）を使用する方法その他の情報通信の技術を利用

する方法であって次に掲げるもの（以下この条において「電磁的方法」と 

いう。）により提供することができる。この場合において、当該特定教育・ 

保育施設等は、当該書面等を交付又は提出したものとみなす。 

（１） 電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに掲げるもの 

ア 特定教育・保育施設等の使用に係る電子計算機と教育・保育給付認

定保護者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて

送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録

する方法 

イ 特定教育・保育施設等の使用に係る電子計算機に備えられたファイ

ルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて教育・保育給付認定

保護者の閲覧に供し、教育・保育給付認定保護者の使用に係る電子計

算機に備えられた当該教育・保育給付認定保護者のファイルに当該記

載事項を記録する方法（電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は

受けない旨の申出をする場合にあっては、特定教育・保育施設等の使

用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法） 

（２） 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法に

より一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製する

ファイルに記載事項を記録したものを交付する方法 

３ 前項各号に掲げる方法は、教育・保育給付認定保護者がファイルへの記

-2-



録を出力することによる文書を作成することができるものでなければなら

ない。 

４ 特定教育・保育施設等は、第２項の規定により記載事項を提供しようと

するときは、あらかじめ、当該記載事項を提供する教育・保育給付認定保

護者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文

書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 

（１） 第２項各号に規定する方法のうち特定教育・保育施設等が使用す

るもの 

（２） ファイルへの記録の方式 

５ 前項の規定による承諾を得た特定教育・保育施設等は、当該教育・保育

給付認定保護者から文書又は電磁的方法により、電磁的方法による提供を

受けない旨の申出があったときは、当該教育・保育給付認定保護者に対し、

第２項に規定する記載事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。

ただし、当該教育・保育給付認定保護者が再び前項の規定による承諾をし

た場合は、この限りでない。 

６ 第２項から前項までの規定は、この条例の規定による書面等による同意

の取得について準用する。この場合において、第２項中「書面等の交付又

は提出」とあり、及び「書面等に記載すべき事項（以下この条において「

記載事項」という。）」とあるのは「書面等による同意」と、「第４項」

とあるのは「第６項において準用する第４項」と、「提供する」とあるの

は「得る」と、「書面等を交付又は提出した」とあるのは「書面等による

同意を得た」と、「記載事項」とあるのは「同意に関する事項」と、「提

供を受ける」とあるのは「同意を行う」と、「受けない」とあるのは「行

わない」と、「交付する」とあるのは「得る」と、第３項中「前項各号」 

とあるのは「第６項において準用する前項各号」と、第４項中「第２項の」 

とあるのは「第６項において準用する第２項の」と、「記載事項を提供し

よう」とあるのは「同意を得よう」と、「記載事項を提供する」とあるの

は「同意を得ようとする」と、同項第１号中「第２項各号」とあるのは「

第６項において準用する第２項各号」と、前項中「前項」とあるのは「次

項において準用する前項」と、「提供を受けない」とあるのは「同意を行

わない」と、「第２項に規定する記載事項の提供」とあるのは「この条例
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の規定による書面等による同意の取得」と読み替えるものとする。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議第７８号 

 

瑞浪市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例の制定について 

 

瑞浪市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例を次のように制定するものとする。 

 

令和３年１１月２５日 提出 

 

瑞浪市長 水 野 光 二 

 

 

瑞浪市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例 

 瑞浪市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成

２６年条例第３１号）の一部を次のように改正する。 

 目次中「第４９条」を「第４９条・第５０条」に改める。 

 第６条第１項中「。第３号」を「。以下この条」に改め、同項第３号中「 

この号」の次に「及び第４項第１号」を加え、同条第５項中「、次」を「次」

に、「行う者」を「行う施設」に改める。 

第４９条を第５０条とし、第４８条の次に次の１条を加える。 

（電磁的記録） 

第４９条 家庭的保育事業者等及びその職員は、記録、作成その他これらに

類するもののうち、この条例の規定において書面（書面、書類、文書、謄

本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識す

ることができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条に

おいて同じ。）で行うことが規定されている又は想定されるものについて

は、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録（電子的方式、磁気的方式

その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録で

あって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）により
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行うことができる。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議第７９号 

 

瑞浪市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について 

 

瑞浪市国民健康保険条例の一部を改正する条例を次のように制定するもの

とする。 

 

令和３年１１月２５日 提出 

 

瑞浪市長 水 野 光 二    

 

 

瑞浪市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

瑞浪市国民健康保険条例（昭和３４年条例第１４号）の一部を次のように

改正する。 

第５条の２第１項中「４０万４千円」を「４０万８千円」に改め、同項た

だし書中「第３６条の規定を勘案し、必要がある」を「第３６条ただし書に

規定する出産である」に改め、「、規則で定めるところにより」を削り、「

１万６千円を上限として」を「１万２千円を」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和４年１月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行日前に出産した被保険者に係る瑞浪市国民健康保険条例

第５条の２第１項の規定による出産育児一時金の額については、なお従前

の例による。 
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議第８０号 

 

瑞浪市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改

正する条例の制定について 

 

 瑞浪市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正す

る条例を次のように制定するものとする。 

 

  令和３年１１月２５日 提出 

 

瑞浪市長 水 野 光 二    

 

 

   瑞浪市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改

正する条例 

 瑞浪市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例（昭和４１年条

例第２０号）の一部を次のように改正する。 

 第３条第２項第１号中「、又は勤務する者」を「、勤務し、又は通学する

者」に改め、同条第３項第１号中「、及び」を「、又は」に改める。 

 第５条第２項第２号を次のように改める。 

 （２） 第３条第２項第１号に規定する要件を満たさなくなったとき。 

 第８条ただし書中「、水火災その他の災害」を「、災害（水火災又は地震

等の災害をいう。以下同じ。）」に改める。 

 第１２条及び第１３条を次のように改める。 

 （報酬） 

第１２条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。 

２ 団員には、次の表に定める額の年額報酬を支給する。 

団長 年額 ８２，５００円 

副団長 年額 ６９，０００円 

分団長 年額 ５０，５００円 

副分団長 年額 ４５，５００円 
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部長 年額 ３８，０００円 

班長 年額 ３７，０００円 

団員 年額 ３６，５００円 

災害支援団員 年額  ５，０００円 

３ 団員が災害、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、次の表に

定める額の出動報酬を支給する。ただし、活動が４時間に満たない場合は、

半額とする。 

災害 １日につき ８，０００円 

警戒 １日につき ４，０００円 

訓練 １日につき ３，０００円 

その他 １日につき ３，０００円 

４ 年額報酬は、４半期に分けて支給し、出動報酬は４半期ごとにまとめて

支給する。 

（費用弁償） 

第１３条 団員が、公務のため市外に旅行した場合は、瑞浪市職員の旅費に

関する条例（昭和２９年条例第１９号）の例により費用弁償を支給する。 

２ 費用弁償は、４半期ごとにまとめて支給する。 

附 則 

 この条例は、令和４年４月１日から施行する。 
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議第８１号 

 

   瑞浪市固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることに

ついて 

 

 瑞浪市固定資産評価審査委員会委員に次の者を選任したいので、地方税法

（昭和２５年法律第２２６号）第４２３条第３項の規定により議会の同意を

求める。 

 

  令和３年１１月２５日 提出 

 

瑞浪市長 水 野 光 二    

 

 

氏   名 住       所 生 年 月 日 

大 竹 和 夫 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 
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議第８２号 

 

   指定管理者の指定について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定に基

づく瑞浪市農産物等直売所の指定管理者を次のとおり指定することについて、

同条第６項の規定により議会の議決を求める。 

 

  令和３年１１月２５日 提出 

 

瑞浪市長 水 野 光 二 

 

 

１ 施設の名称    瑞浪市農産物等直売所 

２ 指定管理者    瑞浪市土岐町６０５９番地 

  の 名 称 等     みずなみアグリ株式会社 

             代表取締役 鷲 尾 賢一郎 

３ 指定の期間    令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで 
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議第８３号 
 

指定管理者の指定について 
  

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定に基

づく瑞浪市産業振興センターの指定管理者を次のとおり指定することについ

て、同条第６項の規定により議会の議決を求める。 
  

令和３年１１月２５日 提出 
  
                   瑞浪市長 水 野 光 二    
  

  

１ 施設の名称    瑞浪市産業振興センター 
２ 指定管理者    瑞浪市上平町５丁目５番地の１ 
  の 名 称 等     瑞浪陶磁器卸商業協同組合 
             理事長 三 浦 彰治郎 
３ 指定の期間    令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで 
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議第８４号 
 

指定管理者の指定について 
 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定に基

づく瑞浪市釜戸公民館の指定管理者を次のとおり指定することについて、同

条第６項の規定により議会の議決を求める。 
 

令和３年１１月２５日 提出 
 
                   瑞浪市長 水 野 光 二 
 

 

１ 施設の名称    瑞浪市釜戸公民館 
２ 指定管理者    瑞浪市釜戸町２６７３番地の１ 
  の 名 称 等     釜戸町まちづくり推進協議会 
             会長 平 尾   巌 
３ 指定の期間    令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで 
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議第８５号 

 

工事請負契約の締結について 

 

次のとおり工事請負契約の締結をしたいので、瑞浪市議会の議決に付すべ

き契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年条例第８号）第２

条の規定により、議会の議決を求める。 

 

令和３年１１月２５日 提出 

 

瑞浪市長 水 野 光 二    

 

 

１ 契 約 の 目 的  稲津小学校北側法面崩壊復旧工事 

２ 契 約 金 額  変更前  １４３，２８２，７００円 

           変更後  １６５，４６９，７００円 

３ 契 約 の 相 手 方  瑞浪市稲津町小里７８７－１ 

株式会社西尾建設 

           代表取締役 西 尾 治 徳 
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議第８６号 

 

工事請負契約の締結について 

 

次のとおり工事請負契約の締結をしたいので、瑞浪市議会の議決に付すべ

き契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年条例第８号）第２

条の規定により、議会の議決を求める。 

 

令和３年１１月２５日 提出 

 

瑞浪市長 水 野 光 二    

 

 

１ 契 約 の 目 的  瑞浪市総合文化センターホール天井等改修工事 

２ 契 約 の 方 法  一般競争入札 
３ 契 約 金 額  １８７，０００，０００円 

４ 契 約 の 相 手 方  多治見市陶元町６１ 

新興建設株式会社 

           代表取締役 田 中 勝 也 
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議第８７号 

 

   市道路線の廃止について 

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条の規定に基づき、市道路線

を次のとおり廃止するものとする。 

 

  令和３年１１月２５日 提出 

 

瑞浪市長 水 野 光 二    

 

 

番号 
市道認定 

整理番号 
路線名 

起 点 

終 点 

重要な 

経過地 

１ ４４６ 桜堂・中央橋線
土岐町字下二ツ岩５２４４番６地先 

土岐町字下今尻６０８１番５地先 
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議第８８号 

 

   市道路線の認定について 

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条の規定に基づき、市道路線を

次のとおり認定するものとする。 

 

  令和３年１１月２５日 提出 

 

瑞浪市長 水 野 光 二    

 

 

番号 
市道認定 

整理番号 
路線名 

起 点 

終 点 

重要な 

経過地 

１ １６８０ 桜堂・入木線 
土岐町字下二ツ岩５２４４番６地先 

土岐町字入木５５６２番２地先 
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議第８９号 

 

   市道路線の認定について 

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条の規定に基づき、市道路線を

次のとおり認定するものとする。 

 

  令和３年１１月２５日 提出 

 

瑞浪市長 水 野 光 二    

 

 

番号 
市道認定 

整理番号 
路線名 

起 点 

終 点 

重要な 

経過地 

１ １６８１ 入木・下今尻線 
土岐町字入木５５０８番１地先 

土岐町字下今尻６０５０番２地先 
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議第９０号 

 

   市道路線の認定について 

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条の規定に基づき、市道路線を

次のとおり認定するものとする。 

 

  令和３年１１月２５日 提出 

 

瑞浪市長 水 野 光 二    

 

 

番号 
市道認定 

整理番号 
路線名 

起 点 

終 点 

重要な 

経過地 

１ １６７９ 沼・道上線 
明世町山野内字沼２９７番地先 

明世町山野内字道上２５番地先 
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議第９１号 

 

   市道路線の認定について 

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条の規定に基づき、市道路線を

次のとおり認定するものとする。 

 

  令和３年１１月２５日 提出 

 

瑞浪市長 水 野 光 二    

 

 

番号 
市道認定 

整理番号 
路線名 

起 点 

終 点 

重要な 

経過地 

１ １６８２ 虫塚線 
土岐町字虫塚１１３４番４地先 

土岐町字虫塚１１３４番１４地先 
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議第９２号  
 

令和３年度瑞浪市一般会計補正予算（第１１号）  
 
 令和３年度瑞浪市の一般会計補正予算（第１１号）は、次に定めるところ

による。  
 （歳入歳出予算の補正） 
第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５８，８００千円を

追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１７，２７８，４００千

円とする。  
２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
 

令和３年１１月２５日 提出  
 

瑞浪市長 水 野 光 二    
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(歳　入) (単位：千円)

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

11 地 方 交 付 税 ３，１６５，７５９ ２２，８００ ３，１８８，５５９

1 地方交付税 ３，１６５，７５９ ２２，８００ ３，１８８，５５９

15 国 庫 支 出 金 ２，８３５，４０５ ２７，０００ ２，８６２，４０５

2 国庫補助金 １，３２２，９６４ ２７，０００ １，３４９，９６４

16 県 支 出 金 ９６６，０９５ ９，０００ ９７５，０９５

2 県 補 助 金 ３１９，０３８ ９，０００ ３２８，０３８

歳　　入　　合　　計 １７，２１９，６００ ５８，８００ １７，２７８，４００

(歳　出) (単位：千円)

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

3 民 生 費 ５，０００，５９１ ５８，８００ ５，０５９，３９１

2 児童福祉費 ２，０３４，９８９ ５８，８００ ２，０９３，７８９

歳　　出　　合　　計 １７，２１９，６００ ５８，８００ １７，２７８，４００

第１表　歳 入 歳 出 予 算 補 正
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議第９３号  
 

令和３年度瑞浪市一般会計補正予算（第１２号）  
 
 令和３年度瑞浪市の一般会計補正予算（第１２号）は、次に定めるところ

による。  
 （歳入歳出予算の補正） 
第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ８６，７００千円を

追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１７，３６５，１００千

円とする。  
２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
（繰越明許費の補正） 

第２条 既定の繰越明許費の追加は、「第２表 繰越明許費補正」による。  
（債務負担行為の補正） 

第３条 既定の債務負担行為の追加は、「第３表 債務負担行為補正」によ

る。 
（地方債の補正）  

第４条 既定の地方債の追加、廃止及び変更は、「第４表 地方債補正」に

よる。 
 

令和３年１１月２５日 提出  
 

瑞浪市長 水 野 光 二    
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(歳　入) (単位：千円)

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

11 地 方 交 付 税 ３，１８８，５５９ ６５，９８４ ３，２５４，５４３

1 地方交付税 ３，１８８，５５９ ６５，９８４ ３，２５４，５４３

13
分 担 金 及 び
負 担 金

３６，６８３ １，３３３ ３８，０１６

1 分 担 金 ９，４０４ １，３３３ １０，７３７

15 国 庫 支 出 金 ２，８６２，４０５ ９，９５３ ２，８７２，３５８

1 国庫負担金 １，５０５，３８６ ２１，５６１ １，５２６，９４７

2 国庫補助金 １，３４９，９６４ △１１，７０８ １，３３８，２５６

3 委 託 金 ７，０５５ １００ ７，１５５

16 県 支 出 金 ９７５，０９５ △２，８２２ ９７２，２７３

1 県 負 担 金 ５６０，０６７ １０，７８０ ５７０，８４７

2 県 補 助 金 ３２８，０３８ △１３，６０２ ３１４，４３６

18 寄 附 金 １６０，１１０ ４０，４６０ ２００，５７０

1 寄 附 金 １６０，１１０ ４０，４６０ ２００，５７０

19 繰 入 金 ６７１，５５３ △２，１７５ ６６９，３７８

2
財 産 区
繰 入 金

２８，３３６ △２，１７５ ２６，１６１

21 諸 収 入 ２７６，２１０ ４６，１６７ ３２２，３７７

4 雑 入 １６４，９７６ ４６，１６７ ２１１，１４３

22 市 債 １，７５４，３００ △７２，２００ １，６８２，１００

1 市 債 １，７５４，３００ △７２，２００ １，６８２，１００

歳　　入　　合　　計 １７，２７８，４００ ８６，７００ １７，３６５，１００

第１表　歳 入 歳 出 予 算 補 正
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(歳　出) (単位：千円)

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

2 総 務 費 ２，７１２，２２０ １０３，９９６ ２，８１６，２１６

1 総務管理費 ２，３７０，５０１ １０３，９９６ ２，４７４，４９７

3 民 生 費 ５，０５９，３９１ ３１，０７８ ５，０９０，４６９

1 社会福祉費 ２，７５０，４０２ １６，８１５ ２，７６７，２１７

2 児童福祉費 ２，０９３，７８９ １３，３１３ ２，１０７，１０２

4 災害救助費 ５００ ９５０ １，４５０

4 衛 生 費 １，６０６，５６０ ４，６９３ １，６１１，２５３

1 保健衛生費 ７０３，６８５ ６６９ ７０４，３５４

2 清 掃 費 ８０４，６１４ ５，２００ ８０９，８１４

3 環 境 費 ９８，２６１ △１，１７６ ９７，０８５

6 農林水産業費 ２８５，８３８ １，２９３ ２８７，１３１

1 農 業 費 ２３６，１７０ ８，１９５ ２４４，３６５

2 林 業 費 ４９，６６８ △６，９０２ ４２，７６６

7 商 工 費 ５７５，１４２ △５６，５００ ５１８，６４２

1 商 工 費 ５７５，１４２ △５６，５００ ５１８，６４２

8 土 木 費 １，４４３，５４６ ３，９１０ １，４４７，４５６

2 道路橋梁費 ７５８，０８６ １８，５９６ ７７６，６８２

4 都市計画費 ３８４，３１３ △１４，６８６ ３６９，６２７

9 消 防 費 ８４５，５９１ △２，５９６ ８４２，９９５

1 消 防 費 ８４５，５９１ △２，５９６ ８４２，９９５

10 教 育 費 ２，０６２，４２２ ２，１１４ ２，０６４，５３６

1 教育総務費 ２７３，６０７ １，５６４ ２７５，１７１

2 小 学 校 費 ４７７，７２４ △３，６００ ４７４，１２４

3 中 学 校 費 １５３，６１２ ３，２５０ １５６，８６２

6 保健体育費 ３６３，３６１ ９００ ３６４，２６１

11 災 害 復 旧 費 ３８７，３８０ ５，６７０ ３９３，０５０

1
農林水産業施設
災 害 復 旧 費 ３２，５８０ ５，６７０ ３８，２５０

12 公 債 費 １，４９４，１２４ △６，９５８ １，４８７，１６６

1 公 債 費 １，４９４，１２４ △６，９５８ １，４８７，１６６

歳　　出　　合　　計 １７，２７８，４００ ８６，７００ １７，３６５，１００
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第 ２ 表　　繰 越 明 許 費 補 正

　（追加） （単位：千円）

８ 土 木 費 ２ 道 路橋 梁費 ３０,０００

１１ 災 害復 旧費 １
農林水産業施設
災 害 復 旧 費 ２４,０００

金　　　　額

現 年 農 業 用 施 設
補 助 災 害 復 旧 事 業

款 項 事　　　　業　　　　名

市 道 等 整 備 交 付 金 事 業
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第 ３ 表　　債 務 負 担 行 為 補 正

　（追加） （単位：千円）

期　　　　　間 限　　度　　額

令和３年度から
令和４年度まで

２,３００

令和３年度から
令和４年度まで

１,０３０

令和３年度から
令和４年度まで

９,０００

令和３年度から
令和４年度まで

１７６

令和３年度から
令和４年度まで

１４８

令和３年度から
令和４年度まで

４００

令和３年度から
令和４年度まで

６,６００

令和３年度から
令和４年度まで

２,２００

令和３年度から
令和４年度まで

１,４００

令和３年度から
令和４年度まで

７１９

令和３年度から
令和４年度まで

５２３

令和３年度から
令和４年度まで

２１２

令和３年度から
令和４年度まで

７５９

令和３年度から
令和４年度まで

２０,３００

令和３年度から
令和４年度まで

４８,３００

令和３年度から
令和４年度まで

７,０００

令和３年度から
令和４年度まで

５,４００

令和３年度から
令和４年度まで

６００

令和３年度から
令和４年度まで

１,４００

情 報 化 推 進 人 材 派 遣 委 託 料

県 域 統 合 型 Ｇ Ｉ Ｓ シ ス テ ム 使 用 料

瑞 浪 市 公 式 ホ ー ム ペ ー ジ 保 守 委 託 料

指 定 物 品 等 購 入 費

庁 内 ネ ッ ト ワ ー ク 保 守 支 援 委 託 料

郵 便 料 金 計 器 保 守 点 検 業 務 委 託 料

両 面 印 刷 機 保 守 委 託 料

入 札 参 加 資 格 審 査 業 務 共 同
ア ウ ト ソ ー シ ン グ 業 務 委 託 料

広 報 み ず な み 印 刷 製 本 費

広 報 み ず な み 梱 包 委 託 料

事　　　　　　　　　　項

定 例 会 等 会 議 録 作 成 委 託 料

議 会 広 報 印 刷 製 本 費

地 域 公 共 ネ ッ ト ワ ー ク 保 守 委 託 料

広 報 み ず な み 配 布 委 託 料

庁 舎 自 家 用 電 気 工 作 物
保 守 点 検 業 務 委 託 料

庁 舎 足 拭 き マ ッ ト 等 賃 借 料

庁 舎 観 葉 植 物 賃 借 料

電 話 設 備 保 守 点 検 業 務 委 託 料

情 報 処 理 業 務 委 託 料 （ 単 価 契 約 ）
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（単位：千円）

期　　　　　間 限　　度　　額

令和３年度から
令和４年度まで

９００

令和３年度から
令和４年度まで

６００

令和３年度から
令和４年度まで

９００

令和３年度から
令和４年度まで

４００

令和３年度から
令和４年度まで

ふ る さ と み ず な み
応 援 寄 附 金 寄 附 額
の 40 ％ 及 び 寄 附 者
へ の 配 送 料 の 合 計 額

令和３年度から
令和４年度まで

ふ る さ と み ず な み 応 援
寄附金寄附額の12％に
消 費 税 相 当 額 を 加 え た
額 、 寄 附 者 へ の 返 礼 品
及 び 配 送 料 の 合 計 額

令和３年度から
令和４年度まで

ふ る さ と み ず な み 応 援
寄 附 金 寄 附 額 の 4 ％ に
消 費 税 相 当 額 を 加 え た
額 、 寄 附 者 へ の 返 礼 品
及 び 配 送 料 の 合 計 額

令和３年度から
令和４年度まで

ふ る さ と み ず な み 応 援
寄附金寄附額の1％の額

令和３年度から
令和４年度まで

ふ る さ と み ず な み 応 援
寄 附 金 寄 附 額 の 1 ％ に
消 費 税 相 当 額 を 加 え た
額及び基本料の合計額

令和３年度から
令和４年度まで

ふ る さ と み ず な み 応 援
寄 附 金 寄 附 額 の 5 ％ 、
8 ％ 又 は 8.5 ％ の
合 計 額 に 消 費 税
相 当 額 を 加 え た 額

令和３年度から
令和４年度まで

ふ る さ と み ず な み
応 援 寄 附 金 寄 附
額 の 9 ％ に 消 費 税
相 当 額 を 加 え た 額

令和３年度から
令和４年度まで

ふ る さ と み ず な み 応 援
寄 附 金 寄 附 額 の 10 ％
又 は 12 ％ の 合 計 額 に
消費税相当額を加えた額

令和３年度から
令和４年度まで

ふ る さ と み ず な み 応 援
寄 附 金 寄 附 額 の 8 ％ に
消費税相当額を加えた額

令和３年度から
令和４年度まで

２００

令和３年度から
令和４年度まで

３３０

令和３年度から
令和４年度まで

３７０

令和３年度から
令和４年度まで

１３０

令和３年度から
令和４年度まで

９９

令和３年度から
令和４年度まで

５２

事　　　　　　　　　　項

ふ る さ と み ず な み 応 援 寄 附 金
受 付 等 シ ス テ ム 利 用 料 （ Ａ ）

ふ る さ と み ず な み 応 援 寄 附 金
受 付 等 シ ス テ ム 利 用 料 （ Ｂ ）

ふ る さ と み ず な み 応 援 寄 附 金
受 付 等 シ ス テ ム 利 用 料 （ Ｃ ）

メ ー ル マ ガ ジ ン 配 信 シ ス テ ム 使 用 料

多 言 語 翻 訳 ソ フ ト 使 用 料

オ ン ラ イ ン 申 請 シ ス テ ム 使 用 料

総 合 案 内 型 Ａ Ｉ チ ャ ッ ト
ボ ッ ト サ ー ビ ス 使 用 料

ふ る さ と み ず な み 応 援 寄 附 金
返 礼 品 管 理 等 手 数 料 ( Ａ ）

ふ る さ と み ず な み 応 援 寄 附 金
返 礼 品 管 理 等 手 数 料 （ Ｂ ）

ふ る さ と み ず な み 応 援 寄 附 金
返 礼 品 管 理 等 手 数 料 （ Ｃ ）

ふ る さ と み ず な み 応 援 寄 附 金
収 納 代 行 事 務 等 手 数 料 （ Ａ ）

ふ る さ と み ず な み 応 援 寄 附 金
収 納 代 行 事 務 等 手 数 料 （ Ｂ ）

ふ る さ と み ず な み 応 援 寄 附 金
受 付 等 シ ス テ ム 利 用 料 （ Ｄ ）

電 子 預 貯 金 等 調 査 シ ス テ ム 使 用 料

住 民 税 申 告 受 付 支 援 シ ス テ ム 保 守 委 託 料

総 合 行 政 情 報 シ ス テ ム 保 守 委 託 料
（ 住 民 税 年 金 特 別 徴 収 分 ）

課 税 資 料 イ メ ー ジ ス キ ャ ナ 保 守 委 託 料

行 政 フ ァ ッ ク ス 保 守 委 託 料

住 基 ネ ッ ト 統 合 端 末 機 器 保 守 委 託 料
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（単位：千円）

期　　　　　間 限　　度　　額

令和３年度から
令和４年度まで

７１

令和３年度から
令和４年度まで

３３

令和３年度から
令和４年度まで

２６４

令和３年度から
令和４年度まで

１２,０００

令和３年度から
令和４年度まで

１０６

令和３年度から
令和４年度まで

５０

令和３年度から
令和４年度まで

１,２００

令和３年度から
令和４年度まで

２５０

令和３年度から
令和４年度まで

１,２００

令和３年度から
令和４年度まで

１,２００

令和３年度から
令和４年度まで

３３０

令和３年度から
令和４年度まで

１１４

令和３年度から
令和４年度まで

３,０００

令和３年度から
令和４年度まで

１,２６８

令和３年度から
令和４年度まで

７２,５００

令和３年度から
令和４年度まで

１４,０００

令和３年度から
令和４年度まで

４,４９４

令和３年度から
令和４年度まで

９５,０００

令和３年度から
令和４年度まで

７４,０００

令和３年度から
令和４年度まで

８７,０００

マ イ ナ ン バ ー カ ー ド 等 裏 書
プ リ ン タ ー 保 守 委 託 料

事　　　　　　　　　　項

Ｉ Ｃ 旅 券 用 交 付 窓 口 端 末 機 保 守 委 託 料

戸 籍 事 務 遠 隔 入 力 業 務 委 託 料

生 活 困 窮 者 自 立 支 援 事 業 委 託 料

母 子 健 康 手 帳 ア プ リ 使 用 料

子 育 て 短 期 支 援 事 業 委 託 料

ひ と り 親 家 庭 学 習 支 援 事 業 委 託 料

衛 生 害 虫 等 の 生 息 調 査
及 び 防 除 業 務 委 託 料

啓 明 保 育 園 入 所 児 童 委 託 料

管 外 保 育 所 入 所 委 託 料

緊 急 通 報 装 置 保 守 管 理 委 託 料

高 齢 者 移 送 サ ー ビ ス 業 務 委 託 料

高 齢 者 中 核 機 関 運 営 業 務 委 託 料

在 宅 老 人 短 期 入 所 委 託 料

障 害 者 中 核 機 関 運 営 業 務 委 託 料

障 害 者 意 思 疎 通 支 援 事 業 委 託 料

病 児 ・ 病 後 児 保 育 事 業 委 託 料

千 寿 の 里 愛 保 育 園 入 所 児 童 委 託 料

（ 仮 称 ） せ い わ 保 育 園 入 所 児 童 委 託 料

（ 仮 称 ） 中 京 こ ど も 園 入 所 児 童 委 託 料
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（単位：千円）

期　　　　　間 限　　度　　額

令和３年度から
令和４年度まで

３９６

令和３年度から
令和４年度まで

２７８

令和３年度から
令和４年度まで

２９,５９１

令和３年度から
令和４年度まで

６３０

令和３年度から
令和４年度まで

１２７

令和３年度から
令和４年度まで

１９０

令和３年度から
令和４年度まで

４,７００

令和３年度から
令和４年度まで

３,０００

令和３年度から
令和４年度まで

１,４３０

令和３年度から
令和４年度まで

２,０００

令和３年度から
令和４年度まで

２３,５００

令和３年度から
令和４年度まで

１７０,０００

令和３年度から
令和４年度まで

３,１００

令和３年度から
令和４年度まで

４８,８００

令和３年度から
令和４年度まで

４１,０００

令和３年度から
令和６年度まで

６６,１００

令和３年度から
令和４年度まで

３２

令和３年度から
令和４年度まで

３,４０９

令和３年度から
令和４年度まで

１６５

令和３年度から
令和４年度まで

３００

幼 児 園 Ｉ Ｃ Ｔ シ ス テ ム 使 用 料

事　　　　　　　　　　項

不 燃 物 最 終 処 分 場
不 燃 物 選 別 ・ 受 付 業 務 委 託 料

不 燃 物 最 終 処 分 場
浸 出 水 処 理 施 設 管 理 業 務 委 託 料

不 燃 物 最 終 処 分 場
浸 出 水 及 び 地 下 水 水 質 検 査 業 務 委 託 料

健 康 管 理 シ ス テ ム 使 用 料

生 活 保 護 レ セ プ ト 点 検 委 託 料

妊 産 婦 健 康 診 査 委 託 料

産 後 ケ ア 業 務 委 託 料

不 燃 物 最 終 処 分 場
浸 出 水 処 理 施 設 設 備 診 断 業 務 委 託 料

資 源 ・ ご み 分 別 ア プ リ 使 用 料

勤 労 者 住 宅 資 金 預 託 金

農 産 物 等 直 売 所 自 家 用 電 気
工 作 物 保 守 点 検 業 務 委 託 料

焼 却 施 設 溶 融 炉 燃 料 費 （ Ｌ Ｐ ガ ス ）

焼 却 施 設 機 能 検 査 業 務 委 託 料

し 尿 収 集 運 搬 業 務 委 託 料

火 葬 業 務 委 託 料

勤 労 者 生 活 安 定 資 金 預 託 金

可 燃 ご み 収 集 業 務 委 託 料

焼 却 施 設 管 理 運 営 委 託 料

農 地 基 本 台 帳 管 理 シ ス テ ム
保 守 管 理 業 務 委 託 料
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（単位：千円）

期　　　　　間 限　　度　　額

令和３年度から
令和４年度まで

１５０,０００

令和３年度から
令和４年度まで

４４０

令和３年度から
令和４年度まで

２,２００

令和３年度から
令和４年度まで

１００,０００

令和３年度から
令和４年度まで

９９０

令和３年度から
令和４年度まで

１５６

令和３年度から
令和４年度まで

２０,０００

令和３年度から
令和４年度まで

９６

令和３年度から
令和４年度まで

９５０

令和３年度から
令和４年度まで

４００

令和３年度から
令和４年度まで

６６０

令和３年度から
令和４年度まで

１２,２００

令和３年度から
令和４年度まで

１８,０００

令和３年度から
令和４年度まで

７２０

令和３年度から
令和４年度まで

３,４６５

令和３年度から
令和４年度まで

４,８５２

令和３年度から
令和４年度まで

２,８４９

令和３年度から
令和４年度まで

２,６５９

令和３年度から
令和４年度まで

３６２

令和３年度から
令和４年度まで

２２０

猿 爪 川 水 位 警 報 シ ス テ ム サ ー バ ー 利 用 料

都 市 公 園 維 持 管 理 業 務 委 託 料

消 防 通 信 指 令 設 備 保 守 点 検 業 務 委 託 料

消 防 業 務 管 理 シ ス テ ム 更 新 業 務 委 託 料

市 民 公 園 （ 東 部 ） 管 理 業 務 委 託 料

市 民 公 園 （ 西 部 ） 管 理 業 務 委 託 料

釜 戸 駅 乗 車 券 販 売 業 務 委 託 料

小 口 融 資 預 託 金

鬼 岩 ド ラ イ ブ イ ン 公 衆 ト イ レ
清 掃 管 理 業 務 委 託 料

瑞 浪 駅 周 辺 公 共 施 設 清 掃 業 務 委 託 料

瑞 浪 駅 周 辺 迷 惑 駐 車 及 び
迷 惑 車 両 確 認 業 務 委 託 料

地 域 交 流 セ ン タ ー 附 属 駐 車 場
保 守 点 検 業 務 委 託 料

バ ー ベ キ ュ ー 場 造 成
及 び 橋 梁 新 設 工 事 費

ワ ナ 監 視 メ ー ル シ ス テ ム 賃 借 料

事　　　　　　　　　　項

児 童 生 徒 各 種 検 査 業 務 委 託 料

教 育 み ず な み 印 刷 製 本 費

瑞 浪 小 学 校 カ ラ ー 印 刷 機 保 守 委 託 料

消 防 業 務 管 理 シ ス テ ム 備 品 購 入 費

東 海 自 然 歩 道 大 久 後 公 衆 ト イ レ
保 守 点 検 業 務 委 託 料

市 道 等 補 修 業 務 委 託 料
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（単位：千円）

期　　　　　間 限　　度　　額

令和３年度から
令和４年度まで

１５４

令和３年度から
令和４年度まで

６４

令和３年度から
令和４年度まで

１,０１４

令和３年度から
令和４年度まで

８０１

令和３年度から
令和４年度まで

４,３７１

令和３年度から
令和４年度まで

１,０５９

令和３年度から
令和４年度まで

３,８３６

令和３年度から
令和４年度まで

２４２

令和３年度から
令和４年度まで

１０,５００

令和３年度から
令和４年度まで

１１０

令和３年度から
令和４年度まで

２２０

令和３年度から
令和４年度まで

８６

令和３年度から
令和４年度まで

２２９

令和３年度から
令和４年度まで

１,８７４

令和３年度から
令和４年度まで

４５４

令和３年度から
令和４年度まで

８４２

令和３年度から
令和４年度まで

４,５００

令和３年度から
令和４年度まで

１,２９０

令和３年度から
令和４年度まで

６,０６０

令和３年度から
令和４年度まで

４４０

土 岐 小 学 校 カ ラ ー 印 刷 機 保 守 委 託 料

土 岐 小 学 校 カ ラ ー 印 刷 機 賃 借 料

中 学 校 イ ン タ ー ネ ッ ト 接 続
シ ス テ ム 機 器 保 守 委 託 料

中 学 校 デ ジ タ ル 教 材 購 入 費

児 童 生 徒 教 職 員 健 康 診 断 業 務 委 託 料

学 校 歯 科 健 診 入 力 シ ス テ ム 使 用 料

小 学 校 Ｉ Ｃ Ｔ 支 援 員 委 託 料

瑞 浪 中 学 校 カ ラ ー 印 刷 機 保 守 委 託 料

瑞 浪 北 中 学 校 カ ラ ー 印 刷 機 保 守 委 託 料

中 学 校 浄 化 槽 保 守 点 検 業 務 委 託 料

事　　　　　　　　　　項

小 学 校 イ ン タ ー ネ ッ ト 接 続
シ ス テ ム 機 器 保 守 委 託 料

中 学 校 ダ ム ウ ェ ー タ ー 保 守 点 検 業 務 委 託 料

中 学 校 校 内 ネ ッ ト ワ ー ク 保 守 委 託 料

小 学 校 ダ ム ウ ェ ー タ ー 保 守 点 検 業 務 委 託 料

小 学 校 校 内 ネ ッ ト ワ ー ク 保 守 委 託 料

小 学 校 浄 化 槽 保 守 点 検 業 務 委 託 料

中 学 校 Ｉ Ｃ Ｔ 支 援 員 委 託 料

総 合 文 化 セ ン タ ー 夜 間 受 付 業 務 委 託 料

総 合 文 化 セ ン タ ー 舞 台 管 理 業 務 委 託 料

総 合 文 化 セ ン タ ー 舞 台 照 明
設 備 保 守 点 検 業 務 委 託 料
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（単位：千円）

期　　　　　間 限　　度　　額

令和３年度から
令和４年度まで

３３０

令和３年度から
令和４年度まで

４２０

令和３年度から
令和４年度まで

８,０００

令和３年度から
令和４年度まで

２,５００

令和３年度から
令和４年度まで

７５２

令和３年度から
令和４年度まで

２７３

令和３年度から
令和４年度まで

１,２５８

令和３年度から
令和４年度まで

４,７１５

令和３年度から
令和４年度まで

８４５

令和３年度から
令和４年度まで

８,９７６

令和３年度から
令和４年度まで

１９８

令和３年度から
令和４年度まで

２,８１６

令和３年度から
令和４年度まで

６３６

令和３年度から
令和４年度まで

１,０１５

令 和 ４ 年 度 ７,２００

事　　　　　　　　　　項

総 合 文 化 セ ン タ ー 舞 台 機 構
設 備 等 保 守 点 検 業 務 委 託 料

総 合 文 化 セ ン タ ー 舞 台 音 響
設 備 等 保 守 点 検 業 務 委 託 料

市 民 図 書 館 図 書 購 入 費

こ い の ぼ り 祭 イ ベ ン ト 業 務 委 託 料

一 般 廃 棄 物 処 理 業 務 委 託 料

食 品 リ サ イ ク ル 処 理 業 務 委 託 料

過 年 農 業 用 施 設 補 助 災 害 復 旧 工 事 費

体 育 施 設 ナ イ タ ー 照 明 操 作 等 業 務 委 託 料

日 吉 ス ポ ー ツ 施 設 清 掃 業 務 委 託 料

市 民 体 育 館 夜 間 受 付 業 務 委 託 料

市 民 体 育 館 清 掃 業 務 委 託 料

市 民 体 育 館 エ レ ベ ー タ ー
保 守 点 検 業 務 委 託 料

ト レ ー ニ ン グ 室 管 理 運 営 業 務 委 託 料

ト レ ー ニ ン グ 室 受 付 シ ス テ ム 保 守 管 理 委 託 料

学 校 給 食 セ ン タ ー Ｌ Ｓ Ａ 重 油 購 入 費
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第 ４ 表　　地 方 債 補 正

（追加） （単位：千円）

（廃止） （単位：千円）

（変更） （単位：千円）

起債の
方法

利率

償 還 の 方 法

起債の
方法

現年農業用施設単独
災 害 復 旧 事 業

補　　正　　後

償還の
方法

起 債 の 目 的 限度額

年 ３．０ ％ 以 内 （ただし、利率見
直し方式で借り入れる政府資金及び
地方公共団体金融機構資金につい
て、利率見直しを行った後において
は、当該見直し後の利率）

2,100

起債の
方法 利　　率

起 債 の 目 的

起 債 の 目 的 限度額

政府資金については、その融資条
件により、銀行その他の場合には借
入先と協定し、その条件に従うもの
とする。ただし、市財政の都合により
据置期間及び償還期限を短縮し、
もしくは繰上償還又は低利に借換
することができる。

償 還 の 方 法

補正
前に
同じ

67,200

補　　正　　前

利率

1,800

15,600

1,000

127,500

限度額限度額

118,400

償還の方法

市 道 等 整 備
交 付 金 事 業

2,100

消防ポンプ自動車等
更 新 事 業

現年農業用施設補助
災 害 復 旧 事 業

普通
貸借
又は
証券
発行

利　　率

6,800

起債の
方法

過年農業用施設補助
災 害 復 旧 事 業

通 信 指 令 設 備
更 新 事 業

補正
前に
同じ

補正
前に
同じ

9,500

6,800

普通
貸借
又は
証券
発行

年 ３ ． ０ ％ 以
内 （ただし、利
率 見 直 し 方 式
で借り入れる政
府資金及び地
方公共団体金
融機構資 金に
ついて、利率見
直しを行った後
においては、当
該 見 直 し 後 の
利率）

政府資金につい
ては、その融資条
件により、銀行そ
の他の場合には
借入先と協定し、
その条件に従うも
のとする。ただし、
市財政の都合に
より据置期間及び
償還期限を短縮
し、もしくは繰上
償還又は低利に
借換することがで
きる。

普通
貸借
又は
証券
発行

年 ３．０ ％ 以 内 （ただし、利率見
直し方式で借り入れる政府資金及び
地方公共団体金融機構資金につい
て、利率見直しを行った後において
は、当該見直し後の利率）

政府資金については、その融資条
件により、銀行その他の場合には借
入先と協定し、その条件に従うもの
とする。ただし、市財政の都合により
据置期間及び償還期限を短縮し、
もしくは繰上償還又は低利に借換
することができる。

論 栃 ３ 号 線
道 路 改 良 事 業

5,400

道 の 駅 整 備 事 業 7,600
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議第９４号  
 

令和３年度瑞浪市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号） 
 
 令和３年度瑞浪市の国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）は、次

に定めるところによる。 
 （歳入歳出予算の補正） 
第１条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１６，０００千円

を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３，５９６，０００千

円とする。  
２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
 

令和３年１１月２５日 提出  
 

瑞浪市長 水 野 光 二 
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(歳　入) (単位：千円)

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

5 繰 入 金 ３３０，１００ △１６，０００ ３１４，１００

2 基金繰入金 ６４，５００ △１６，０００ ４８，５００

歳　　入　　合　　計 ３，６１２，０００ △１６，０００ ３，５９６，０００

(歳　出) (単位：千円)

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

3
国 民 健 康 保 険
事 業 費 納 付 金 ９１９，８０３ △１６，０００ ９０３，８０３

1 医療給付費分 ６４７，３５０ △２０，０００ ６２７，３５０

2
後 期 高 齢 者
支 援 金 等 分

２０９，４７３ １，１００ ２１０，５７３

3 介護納付金分 ６２，９８０ ２，９００ ６５，８８０

歳　　出　　合　　計 ３，６１２，０００ △１６，０００ ３，５９６，０００

第１表　歳 入 歳 出 予 算 補 正
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議第９５号  
 

令和３年度瑞浪市介護保険事業特別会計補正予算（第１号）  
 
 令和３年度瑞浪市の介護保険事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定

めるところによる。  
（歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４６，５００千円を

追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３，５８３，９００千円

とする。  
２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
 

令和３年１１月２５日 提出  
 

瑞浪市長 水 野 光 二 
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(歳　入) (単位：千円)

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

3 国 庫 支 出 金 ８２６，９１５ ３，０１３ ８２９，９２８

2 国庫補助金 ２３７，７２１ ３，０１３ ２４０，７３４

8 繰 越 金 ４，７５０ ４３，４８７ ４８，２３７

1 繰 越 金 ４，７５０ ４３，４８７ ４８，２３７

歳　　入　　合　　計 ３，５３７，４００ ４６，５００ ３，５８３，９００

(歳　出) (単位：千円)

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

3 基 金 積 立 金 ４００ ２５，０００ ２５，４００

1 基金積立金 ４００ ２５，０００ ２５，４００

4
地 域 支 援
事 業 費

１５７，４４５ ０ １５７，４４５

1
介護予防・生活支援
サ ー ビ ス 事 業 費 ９９，１３９ ０ ９９，１３９

3
包括的支援事業
・ 任 意 事 業 費 ５１，５９５ ０ ５１，５９５

5 諸 支 出 金 ４，７５０ ２１，５００ ２６，２５０

1
償還金及び
還付加算金

４，７５０ ２１，５００ ２６，２５０

歳　　出　　合　　計 ３，５３７，４００ ４６，５００ ３，５８３，９００

第１表　歳 入 歳 出 予 算 補 正
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議第９６号  
 

令和３年度瑞浪市駐車場事業特別会計補正予算（第２号）  
 
 令和３年度瑞浪市の駐車場事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定め

るところによる。  
（債務負担行為の補正） 

第１条 既定の債務負担行為の追加は、「第１表 債務負担行為補正」によ

る。 
 

令和３年１１月２５日 提出  
 

瑞浪市長 水 野 光 二 
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第 １ 表　　債 務 負 担 行 為 補 正

　（追加） （単位：千円）

期　　　　　間 限　　度　　額

令和４年度から
令和５年度まで

駐 車 場 使 用 料 に
決 済 手 数 料 率 を
乗 じ て 得 た 額 に
基 本 料 を 加 え た 額

令和４年度から
令和５年度まで

３０

令和４年度から
令和５年度まで

駐 車 場 使 用 料 に
決 済 手 数 料 率 を
乗 じ て 得 た 額 に
基 本 料 を 加 え た 額

事　　　　　　　　　　項

駅 北 駐 車 場 管 理 機 器 保 守 点 検 業 務 委 託 料

駅 北 駐 車 場 キ ャ ッ シ ュ レ ス 決 済 手 数 料

浪 花 駐 車 場 キ ャ ッ シ ュ レ ス 決 済 手 数 料
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